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(54)【発明の名称】 非平面液晶表示素子及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  基板間のギャップの均一性が高く、それだけ
色むらなどのない良好な表示を行うことができる液晶表
示素子を提供する。
【解決手段】  ポリマーフィルム基板Ｓ１、Ｓ２の間に
液晶ＬＣが配置された液晶表示素子ＬＤ１。基板間には
ギャップの均一性を保つためのスペーサ３を複数配置す
る。曲面領域、並びに、曲面領域と平面領域（第１、第
２平面領域）の境界領域におけるスペーサの密度を、他
の領域におけるスペーサの密度よりも大きくする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】一対の基板と、
前記両基板の間に配置された液晶と、
前記両基板の間に配置された複数のスペーサと、
前記両基板の間に配置され、前記液晶を囲むシール壁と
を備えており、
所定領域におけるスペーサ密度は、他の少なくとも一部
の領域におけるスペーサ密度と異なることを特徴とする
非平面液晶表示素子。
【請求項２】互いに曲率の異なる複数の領域を有してお
り、曲率の大きい領域におけるスペーサ密度が、曲率の
小さい領域におけるスペーサ密度よりも大きい請求項１
記載の非平面液晶表示素子。
【請求項３】第１の曲面領域と該第１曲面領域に隣接
し、該第１曲面領域より曲率の小さい第２の領域とを有
しており、
前記第１曲面領域の他の領域との境界領域を除く領域に
おけるスペーサ密度は、該第２領域の他の領域との境界
領域を除く領域におけるスペーサ密度よりも大きい請求
項１記載の非平面液晶表示素子。
【請求項４】前記第１曲面領域と前記第２領域の境界領
域におけるスペーサ密度は、該境界領域を除く該第２領
域におけるスペーサ密度より大きい請求項３記載の非平
面液晶表示素子。
【請求項５】前記第２領域は、第２の曲面領域又は平面
領域である請求項３又は４記載の非平面液晶表示素子。
【請求項６】一対の基板と、
前記両基板の間に配置された液晶と、
前記両基板の間に配置され、該両基板に接着する複数の
樹脂構造物と、
前記両基板の間に配置され、前記液晶を囲むシール壁と
を備えており、
所定領域における前記樹脂構造物の単位面積当たりの前
記基板との接着面積が、他の少なくとも一部の領域のそ
れと異なることを特徴とする非平面液晶表示素子。
【請求項７】互いに曲率の異なる複数の領域を有してお
り、曲率の大きい領域における前記樹脂構造物の単位面
積当たりの基板との接着面積が、曲率の小さい領域にお
ける前記樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接着面
積よりも大きい請求項６記載の非平面液晶表示素子。
【請求項８】前記接着面積が異なる各領域ごとに、前記
樹脂構造物の形状、前記樹脂構造物のサイズ、及び、前
記樹脂構造物の配列ピッチの三つのパラメータのうちの
少なくとも一つパラメータがさらに異なる請求項６又は
７記載の非平面液晶表示素子。
【請求項９】第１の曲面領域と該第１曲面領域に隣接
し、該第１曲面領域より曲率の小さい第２の領域とを有
しており、
前記第１曲面領域の他の領域との境界領域を除く領域に
おける前記樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接着
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面積は、該第２領域の他の領域との境界領域を除く領域
における前記樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接
着面積よりも大きい請求項６記載の非平面液晶表示素
子。
【請求項１０】前記第１曲面領域と前記第２領域の境界
領域における前記接着面積は、該境界領域を除く該第２
領域におけるそれと異なる請求項９記載の非平面液晶表
示素子。
【請求項１１】前記第２領域は、第２の曲面領域又は平
面領域である請求項９又は１０記載の非平面液晶表示素
子。
【請求項１２】一対の基板と、
前記両基板の間に配置された液晶と、
前記両基板の間に配置され、前記液晶を囲むシール壁と
を備えており、
所定領域における画素の形状、画素のサイズ及び画素の
ピッチの三つのパラメータのうちの少なくとも一つのパ
ラメータが、他の少なくとも一部の領域におけるそれと
異なっていることを特徴とする非平面液晶表示素子。
【請求項１３】所定の一つの観察方向から見て、各領域
における画素の形状、画素のサイズ及び画素のピッチの
うちの少なくとも一つの各領域での見え方の差がない又
は小さくなるように、各領域における対応する前記パラ
メータが異なっている請求項１２記載の非平面液晶表示
素子。
【請求項１４】一対の基板と、
前記両基板の間に配置された液晶と、
前記両基板の間に配置された複数の樹脂構造物と、
前記両基板の間に配置され、前記液晶を囲むシール壁と
を備えており、
所定領域における前記樹脂構造物の形状、前記樹脂構造
物のサイズ及び前記樹脂構造物の配列ピッチの三つのパ
ラメータのうちの少なくとも一つのパラメータが、他の
少なくとも一部の領域におけるそれと異なっていること
を特徴とする非平面液晶表示素子。
【請求項１５】所定の一つの観察方向から見て、各領域
における樹脂構造物画素の形状、樹脂構造物のサイズ及
び樹脂構造物の配列ピッチのうちの少なくとも一つの各
領域での見え方の差がない又は小さくなるように、各領
域における対応する前記パラメータが異なっている請求
項１４記載の非平面液晶表示素子。
【請求項１６】第１及び第２の二つの領域を有してお
り、
前記第１及び第２領域は第１及び第２の平面領域であ
り、該第１平面領域の法線方向と第２平面領域の法線方
向が異なる請求項１２から１５のいずれかに記載の非平
面液晶表示素子。
【請求項１７】第１及び第２の二つの領域を有してお
り、
前記第１及び第２領域は第１及び第２の曲面領域であ
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り、該第１曲面領域の曲率と該第２曲面領域の曲率が異
なる請求項１２から１５のいずれかに記載の非平面液晶
表示素子。
【請求項１８】第１及び第２の二つの領域を有してお
り、
前記第１領域は曲面領域であり、前記第２領域は平面領
域である請求項１２から１５のいずれかに記載の非平面
液晶表示素子。
【請求項１９】全体形状が単一の曲率の曲面形状である
請求項１２から１５のいずれかに記載の非平面液晶表示
素子。
【請求項２０】前記一対の基板はいずれもポリマーフィ
ルム基板である請求項１から１９のいずれかに記載の非
平面液晶表示素子。
【請求項２１】一対の平面基板の少なくとも一方に、所
定領域における密度を他の少なくとも一部の領域におけ
る密度と異ならせてスペーサを配置するスペーサ配置工
程と、
前記スペーサの配置された一対の平面基板の間に液晶を
挟持するとともに周囲をシール壁で封止することによ
り、全体が平面の液晶表示素子を作製する平面素子作製
工程と、
前記平面液晶表示素子を所定の非平面形状に非平面化す
る非平面化工程とを含むことを特徴とする非平面液晶表
示素子の製造方法。
【請求項２２】一対の平面基板の少なくとも一方に、所
定領域における単位面積当たりの基板との接着面積を、
他の少なくとも一部の領域におけるそれと異ならせて樹
脂構造物を配置する樹脂構造物配置工程と、
前記樹脂構造物の配置された一対の平面基板の間に液晶
を挟持するとともに前記樹脂構造物を両基板に接着さ
せ、周囲をシール壁で封止することにより、全体が平面
の液晶表示素子を作製する平面素子作製工程と、
前記平面液晶表示素子を所定の非平面形状に非平面化す
る非平面化工程とを含むことを特徴とする非平面液晶表
示素子の製造方法。
【請求項２３】一対の平面基板に、所定領域における形
状、サイズ及びピッチの三つのパラメータのうちの少な
くとも一つのパラメータが、他の少なくとも一部の領域
におけるそれと異なる画素となるように電極を形成する
電極形成工程と、
前記電極の形成された一対の平面基板の間に液晶を挟持
するとともに周囲をシール壁で封止することにより、全
体が平面の液晶表示素子を作製する平面素子作製工程
と、
前記平面液晶表示素子を所定の非平面形状に非平面化す
る非平面化工程とを含むことを特徴とする非平面液晶表
示素子の製造方法。
【請求項２４】一対の平面基板の少なくとも一方に、所
定領域における形状、サイズ及び配列ピッチのうちの少*
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*なくとも一つのパラメータが、他の少なくとも一部の領
域におけるそれと異なるように樹脂構造物を配置する樹
脂構造物配置工程と、
前記樹脂構造物の配置された一対の平面基板の間に液晶
を挟持するととに周囲をシール壁で封止することによ
り、全体が平面の液晶表示素子を作製する平面素子作製
工程と、
前記平面液晶表示素子を所定の非平面形状に非平面化す
る非平面化工程とを含むことを特徴とする非平面液晶表
示素子の製造方法。
【請求項２５】前記非平面化工程においては、前記平面
液晶表示素子の少なくとも一部を曲面化する請求項２１
から２４のいずれかに記載の非平面液晶表示素子の製造
方法。
【請求項２６】前記一対の基板はいずれもポリマーフィ
ルム基板である請求項２１から２５のいずれかに記載の
非平面液晶表示素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、全体形状が平面で
ない非平面液晶表示素子に関する。また、本発明は、非
平面液晶表示素子の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示素子においては、二つの基板の
間に液晶が配置され、例えば各基板にそれぞれ電極を設
け両電極間に電圧を印加することによって、液晶分子の
配列状態を変えて表示を行う。基板の間には、通常、液
晶漏れを防止するためのシール壁や、基板間ギャップを
一定に保つためのスペーサが配置されている。基板間に
は、液晶表示素子全体の強度を高めるなどのために、各
基板のそれぞれに接着する樹脂構造物が設けられること
もある。
【０００３】近年、液晶を挟持するなどのための基板と
してガラス基板に代えてポリマーフィルム基板を採用し
た液晶表示素子が実用化されている。
【０００４】ポリマーフィルム基板を用いた液晶表示素
子は、ガラス基板を用いた液晶表示素子に比べて、軽量
で、破損しにくいという利点を有している。
【０００５】ポリマーフィルム基板を用いた液晶表示素
子は可撓性があり、表示面に曲面領域のある非平面の液
晶表示素子を比較的容易に作製することができる。
【０００６】非平面液晶表示素子としては、例えば、全
体が曲面のものや、平面領域と曲面領域の双方を有する
ものが考えられる。このような非平面液晶表示素子は、
様々な用途に応用できる。例えば、曲面領域を有する設
置面に対して液晶表示素子を設置する場合には、平面液
晶表示素子では設置が難しいが、その設置面に沿った形
状を有する非平面液晶表示素子を採用することで、その
非平面形状の設置面に対しても非平面液晶表示素子を設
置することができる。
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【０００７】
【発明が解決しようとする課題】ところが、非平面液晶
表示素子においては、その形状、製造方法などに起因し
て、次のような問題が生じる。
【０００８】例えば平面領域とこれに隣接する曲面領域
を有する液晶表示素子に、何らかの力が加わったときに
は、その応力は曲面領域や、曲面領域と平面領域の境界
領域に集中しやすい。
【０００９】そのため、曲面領域や曲面領域と平面領域
の境界領域に、平面領域では十分な数のスペーサが配置
されていても、スペーサとこれに隣合うスペーサの間で
ギャップむらが生じやすくなる。基板間ギャップにむら
が生じると、液晶の厚みにもむらが生じる。液晶厚みに
むらが生じると、特に、中間調表示を行うときに表示む
らが生じやすくなり、良好な表示を行うことが難しくな
る。
【００１０】また、応力が集中しやすい曲面領域や、曲
面領域と平面領域の境界領域に位置するシール壁や、樹
脂構造物は、基板から外れるなどの破損が生じやすい。
シール壁が基板から外れると、そこから液晶が漏れ、表
示を行うこと自体も難しくなってしまう。また、シール
壁が基板から外れることによって、両基板に接着させる
樹脂構造物も基板から外れてしまうこともある。樹脂構
造物が基板から外れた領域周辺の樹脂構造物が連鎖的に
基板から外れてしまうこともある。このように、樹脂構
造物が基板から外れた領域は、その近傍に加わる応力に
よって基板間ギャップを所定の厚みに保つことが難しく
なる。
【００１１】このようなギャップむら、シール壁の破
損、樹脂構造物の破損は、曲面領域の曲率が大きくなる
ほど（曲率半径が小さくなるほど）、生じやすい。
【００１２】別の問題として、非平面液晶表示素子にお
いては、全体形状が非平面であるために（例えば曲面領
域を有しているがために）、その表示によって見える画
像が歪むことが挙げられる。また、基板間に配置された
樹脂構造物が人の目に視認できる程度の大きさである
と、領域によって樹脂構造物の形状、サイズ、ピッチ等
が異なって見え、表示観察の妨げとなることがある。
【００１３】そこで、本発明は、基板間のギャップの均
一性が高く、それだけ色むらなどのない良好な表示を行
うことができる非平面液晶表示素子を提供することを課
題とする。
【００１４】また、本発明は、シール壁が基板から外れ
てしまうことを抑制できる非平面液晶表示素子を提供す
ることを課題とする。
【００１５】また、本発明は、表示画像の歪みを抑制で
きる液晶表示素子を提供することを課題とする。
【００１６】また、本発明は、樹脂構造物による表示画
像の視認性の低下を抑制できる液晶表示素子を提供する
ことを課題とする。
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【００１７】また、本発明は、非平面液晶表示素子を容
易に作製することができる非平面液晶表示素子の製造方
法を提供することを課題とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】［１］  本発明は、後述
する第１～第４の四つのタイプの非平面液晶表示素子を
提供する。
【００１９】なお、本明細書において、非平面液晶表示
素子とは、（１）単一の曲率を持つ曲面形状のもの、
（２）曲率の異なる複数の領域を持つ形状のもの、
（３）法線方向が互いに異なる複数の平面領域を持つ形
状のもののいずれも含む。（２）の場合、平面領域が含
まれていてもよい。また、（１）、（２）の場合、２次
曲面だけでなく、３次曲面をも含む。
【００２０】まず、いずれのタイプの液晶表示素子にも
あてはまることについて説明する。その後、各タイプの
液晶表示素子の特徴部分について説明する。
（ａ）  本発明に係る非平面液晶表示素子は（第１～第
４のいずれのタイプの非平面液晶表示素子も）、一対の
基板、液晶及びシール壁を有している。
【００２１】二つの基板は、所定の間隔をあけて互いに
対向している。例えばスペーサ又は（及び）樹脂構造物
によって、基板間にはギャップが設けられている。
【００２２】液晶は、二つの基板の間に配置されてい
る。
【００２３】シール壁も二つの基板の間に配置されてい
る。シール壁は、基板間に配置された液晶が基板の間か
ら漏れでないように、液晶を囲む位置に配置されてい
る。シール壁は両基板に接着している。
【００２４】基板としては、例えば、ポリマーからなる
フィルムを用いればよい。基板材料は、例えば、ポリエ
ーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリカーボネイト（Ｐ
Ｃ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリア
リレート（ＰＡ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥ
ＥＫ）、環状非晶質ポリオレフィンなどとすればよい。
基板の厚みは、例えば、５０μｍ程度～１０００μｍ程
度とすればよい。薄い基板を採用すれば、それだけ液晶
表示素子の全体の厚みを薄くすることができ、軽量化も
図れる。
【００２５】本発明に係る液晶表示素子は、光透過型の
表示を行うものでも、光反射型の表示を行うもののいず
れでもよい。
【００２６】本発明に係る液晶表示素子の表示モード
は、どのようなモードでもよい。表示モードは、例え
ば、ツイステッドネマティック（ＴＮ）モード、スーパ
ーツイステッドネマティック（ＳＴＮ）モード、コレス
テリック選択反射モード、ダイナミックスキャッタリン
グモード、ゲストホストモード、ＥＣＢモード、相転移
モード、高分子分散型液晶モード、強誘電性液晶モー
ド、反強誘電性モードなどとすればよい。
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7
【００２７】基板には、液晶の分子配列を変化させて表
示を行うために、電極が形成されている。電極は、単純
マトリクス駆動するためのものでもよく、アクティブマ
トリクス駆動するためのものでもよい。例えば単純マト
リクス駆動するときには、二つの基板（第１及び第２の
二つの基板）のそれぞれに複数の帯状電極を形成してお
き、第１基板上の帯状電極と第２基板上の帯状電極を直
交させればよい。アクティブマトリクス駆動するときに
は、基板上には電極とともに例えばＴＦＴ、ＭＩＭ素子
等を形成すればよい。
【００２８】基板上には、必要に応じて、配向膜、絶縁
膜、ガスバリア膜等を形成してもよい。
（ｂ）  基板間に配置する液晶（液晶組成物）は、液晶
表示素子の表示モードにあったものを適宜選択して使用
すればよい。それには限定されないが、例えば、ＴＮモ
ードではネマティック液晶、ＳＴＮモードではネマティ
ック液晶に微量のカイラル材を添加したもの、コレステ
リック選択反射モードではコレステリック液晶やネマテ
ィック液晶にコレステリック相を示すようにカイラル材
を添加したカイラルネマティック液晶、ダイナミックス
キャッタリングモードでは誘電異方性が負のネマティッ
ク液晶に電解質などの導電性物質を溶解し比抵抗を小さ
くしたもの、ゲストホストモードではホスト液晶に２色
性色素をゲストとして添加したもの、ＥＣＢモードでは
誘電異方性が負のネマティック液晶にカイラル材を添加
したもの、相転移モードでは誘電異方性が正のコレステ
リック液晶又はネマティック液晶に誘電異方性が正のネ
マティック液晶を混合したもの、高分子分散型液晶では
ネマティック液晶やコレステリック液晶、強誘電性液晶
モードでは強誘電性液晶、反強誘電性液晶モードでは反
強誘電性液晶を用いることができる。
【００２９】この中でも、コレステリック選択反射モー
ドは、偏光板やバックライトが不要で明るい表示を行う
ことができ、しかもフルカラー化が容易などの特徴と持
つ。この場合、基板間に配置する液晶は、例えば、コレ
ステリック相を示す液晶（例えば、室温でコレステリッ
ク相を示す液晶）を含む液晶組成物とすればよい。コレ
ステリック相を示す液晶は、液晶のヘリカルピッチに応
じた波長の光を選択的に反射する。そのため、コレステ
リック相を示す液晶を含む液晶表示素子は、反射型の液
晶表示素子として利用できる。コレステリック相を示す
液晶には、表示色の調整などのために色素を添加しても
よい。
【００３０】コレステリック相を示す液晶としては、例
えば、それ自体がコレステリック相を示すコレステリッ
ク液晶や、ネマティック液晶にカイラル材料を添加した
カイラルネマティック液晶などを採用すればよい。カイ
ラルネマティック液晶は、カイラル材料の添加量によっ
て、ヘリカルピッチを調整でき、選択反射波長を簡単に
調整できる利点がある。
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（ｃ）  本発明に係る液晶表示素子の全体の形状は、平
面ではなく、非平面である。液晶表示素子の全体形状
は、概ね基板によって形づくられるものである。
【００３１】本発明に係る第１～第４のいずれのタイプ
の非平面液晶表示素子も、例えば、単一の曲率からなる
曲面領域のみを有したものとすることができる。すなわ
ち、第１～第４タイプの非平面液晶表示素子の全体形状
は、凹面状、凸面状、或いは、筒状の単一の曲率からな
る曲面形状としてもよい。
（ｃ１）  本発明に係る第１及び第２タイプの非平面液
晶表示素子は、例えば、第１の曲面領域と、第１曲面領
域に隣接し、第１曲面領域より曲率の小さい第２の領域
を有している。
【００３２】第２領域は例えば平面領域とすればよい。
平面領域は、曲率半径が∞、曲率が１／∞＝０の領域で
あると考えることができる。平面領域は曲面領域よりも
曲率の小さい領域である。
【００３３】第２領域は第２の曲面領域としてもよい。
【００３４】第１及び第２タイプの非平面液晶表示素子
は、第１曲面領域及び第２領域以外の他の領域を有して
いてもよい。第１及び第２タイプの非平面液晶表示素子
は、第１曲面領域と曲率が同じで、第１曲面領域と隣接
しない曲面領域又は（及び）第２領域と曲率が同じで、
第２領域と隣接しない領域を有していてもよい。
【００３５】要するに、第１及び第２タイプの非平面液
晶表示素子は、少なくとも二つの領域を有していて、こ
れら領域のうちの一つの領域は曲面領域（第１曲面領
域）であり、この第１曲面領域に第１曲面領域より曲率
の小さい第２領域が隣接したものとすることができる。
（ｃ２）  本発明に係る第３及び第４タイプの非平面液
晶表示素子は、例えば、曲率又は法線方向が互いに異な
る第１の領域と、第２の領域とを有している。
【００３６】第１領域と第２領域は互いに隣接していて
もよく、隣接していなくてもよい。第３及び第４タイプ
の非平面液晶表示素子は、第１及び第２領域以外の１又
は２以上の領域を有していてもよい。例えば、第１領域
と第２領域の間にこれら各領域にそれぞれ隣接する第３
の領域があってもよい。
【００３７】第１及び第２領域は、例えば、互いに法線
方向の異なる第１及び第２の平面領域とすればよい。こ
の場合、第１平面領域と第２平面領域は互いに隣接して
いてもよく、これら法線方向の異なる平面領域の間にこ
れら平面領域を滑らかに連結するための曲面領域があっ
てもよい。
【００３８】第１及び第２領域は、互いに曲率の異なる
第１及び第２の曲面領域としてもよい。
【００３９】第１及び第２領域は、曲面領域と平面領域
としてもよい。この場合、第１領域（曲面領域）と第２
領域（平面領域）は曲率が異なる。
【００４０】第３及び第４タイプの非平面液晶表示素子
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は、上述したように、単一の曲率からなる曲面領域のみ
を有していてもよい。この場合、単一の曲率からなる曲
面領域は、法線方向が異なる複数の微小平面領域からな
るものと考えられるので、全体形状が単一の曲率の曲面
形状である非平面液晶表示素子は、次の第１及び第２領
域を有するものであると考えることもできる。すなわ
ち、第１及び第２領域がいずれも微小平面領域であり、
第１領域（第１の微小平面領域）と第２領域（第２の微
小平面領域）の法線方向が異なっている。
【００４１】本発明に係るいずれのタイプの非平面液晶
表示素子も、例えば、所定の一つの方向における断面形
状には曲率がなく、その曲率がない方向に直交する方向
における断面形状に曲率があるものとすればよい。以降
の説明では、このような非平面液晶表示素子を「一方向
にのみ曲率がある非平面液晶表示素子」ということがあ
る。
【００４２】本発明に係る非平面液晶表示素子は、例え
ば、平面領域と、この平面領域に滑らかにつながる曲面
領域を有している。本発明に係る非平面液晶表示素子
は、例えば、平面形状のポリマーフィルム基板の一部を
滑らかに撓ませることでできる平面領域と曲面領域を有
している。この非平面液晶表示素子は、一方向にのみ曲
率がある液晶表示素子である。
［２］  本発明に係る第１タイプの非平面液晶表示素子
においては、基板間に複数のスペーサが配置されてい
る。勿論、第２～第４タイプの非平面液晶表示素子にお
いても、基板間にスペーサを配置してもよい。
【００４３】スペーサは、液晶表示素子の各領域におけ
る二つの基板の間の間隔（ギャップ）を一定に保つなど
のために、換言すれば、液晶の厚みを一定に保つなどの
ために、これら基板の間に配置されている。
【００４４】スペーサは、基板に固着する固着スペー
サ、固着しない非固着スペーサのいずれでもよい。すな
わち、スペーサは、基板に接着するもの、しないものの
いずれでもよい。
【００４５】非固着スペーサは、例えば、加熱や加圧に
よって変形しない硬質材料からなる粒子とすればよい。
このような硬質材料からなる非固着スペーサとしては、
例えば、ガラスファイバーを微細化したもの、ボール状
の珪酸ガラス、アルミナ粉末等の無機系材料粒、ジビニ
ルベンゼン系架橋重合体、ポリスチレン系架橋重合体等
の有機系合成球状粒を挙げることができる。
【００４６】固着スペーサは、例えば、熱可塑性樹脂か
らなる粒子とすればよい。固着スペーサは、非固着スペ
ーサの表面に、ホットメルト系接着剤、熱硬化性樹脂、
紫外線硬化樹脂などをコーティングしたものとしてもよ
い。
［３］  本発明に係る第２及び第４タイプの非平面液晶
表示素子においては、基板間に複数の樹脂構造物が配置
されている。勿論、第１、第３タイプの非平面液晶表示
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素子においても、基板間に樹脂構造物を配置してもよ
い。
【００４７】樹脂構造物は、二つの基板の間に配置され
ている。樹脂構造物は、二つの基板のいずれにも接着し
ている。樹脂構造物によって、二つの基板を間隔をあけ
て互いに接着し、液晶表示素子全体の強度を高めること
ができる。樹脂構造物によって、二つの基板の間隔を一
定に保つことができる。樹脂構造物によって、例えば、
二つの基板の間の間隔が広がらないようにその間隔を保
つことができる。
【００４８】樹脂構造物材料としては、例えば、加熱に
より軟化し、冷却により固化する材料を用いればよい。
樹脂構造物材料としては、使用する液晶材料と化学反応
を起こさず、適度な弾性を有する有機物質が好適であ
る。このような樹脂構造物材料として、熱可塑性高分子
材料を挙げることができる。かかる熱可塑性高分子材料
としては、例えば、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニ
リデン樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、ポリメタクリル酸エ
ステル樹脂、ポリアクリル酸エステル樹脂、ポリスチレ
ン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロ
ピレン樹脂、フッ素樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアク
リロニトリル樹脂、ポリビニールエーテル樹脂、ポリビ
ニールケトン樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリビニールピ
ロリドン樹脂、飽和ポリエステル樹脂、ポリカーボネイ
ト樹脂、塩素化ポリエーテル樹脂等を挙げることができ
る。樹脂構造物材料としては熱可塑性高分子材料以外に
も、熱硬化性高分子材料や光硬化性高分子材料などの各
種高分子材料を用いてもよい。樹脂構造物は、例えば、
これらのうちの１又は２以上の樹脂材料を含む材料によ
り形成すればよい。
【００４９】樹脂構造物の形状は、例えば、円柱状、四
角柱状、楕円柱状などのドット状とすればよい。
【００５０】樹脂構造物の基板との接着面の形状は、例
えば、円形、楕円形、正方形、長方形などとすればよ
い。
［４］  以下、本発明に係る各タイプの非平面液晶表示
素子について順に説明する。
［４－１］第１タイプの非平面液晶表示素子
第１タイプの非平面液晶表示素子は、一対の基板と、前
記両基板の間に配置された液晶と、前記両基板の間に配
置された複数のスペーサと、前記両基板の間に配置さ
れ、前記液晶を囲むシール壁とを備えており、所定領域
におけるスペーサ密度は、他の少なくとも一部の領域に
おけるスペーサ密度と異なることを特徴とする非平面液
晶表示素子である。
【００５１】第１タイプの非平面液晶表示素子は、一対
の基板、液晶、複数のスペーサ及びシール壁を備えてい
る。第１タイプの非平面液晶表示素子においては、基板
間に樹脂構造物を設けてもよい。
【００５２】第１タイプの非平面液晶表示素子において
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は、所定領域におけるスペーサ密度（所定領域の基板間
に配置されたスペーサの密度）は、他の少なくとも一部
の領域におけるスペーサ密度と異なっている。
【００５３】第１タイプの非平面液晶表示素子において
は、例えば次の領域におけるスペーサ密度を他の領域と
異ならせればよい。
（ａ）  例えば、基板間ギャップが変化しやすい所定領
域におけるスペーサ密度を大きくすればよい。このよう
にすれば、非平面液晶表示素子全体の基板間ギャップの
均一性を高めることができる。部分的にスペーサ密度を
高めるだけで、全領域におけるスペーサ密度を高めるこ
となく、すなわち、それだけ無駄にスペーサを使うこと
なく、非平面液晶表示素子全体の基板間ギャップの均一
性を高めることができる。これにより、非平面液晶表示
素子全体の液晶厚みの均一性を高めることができ、色む
らなどのない良好で、高品位な表示を行うことができ
る。
（ｂ）  各領域におけるスペーサ密度は、例えば、端部
領域や曲面の頂上領域（曲面の極大値付近の領域）とそ
の他の領域とで異ならせたり、各領域の曲率に応じて異
ならせればよい。例えば、端部領域や曲面の頂上領域に
おけるスペーサ密度を、その他の領域におけるスペーサ
密度よりも大きくすればよい。また、例えば、曲率の大
きい領域におけるスペーサ密度を、曲率の小さい領域に
おけるスペーサ密度よりも大きくすればよい。端部領域
や曲面の頂上領域は、他の領域に比べて基板間ギャップ
が所定ギャップからずれやすい。また、曲率の大きい領
域は、曲率の小さい領域に比べて、基板間ギャップが所
定ギャップからずれやすい。特に後述する製造方法によ
り第１タイプの非平面液晶表示素子を作製すると、曲面
領域には平面に戻ろうとする力がかかり、基板間ギャッ
プは所定ギャップからずれやすい。また、端部領域及び
曲面の頂上領域や、曲率が大きい領域ほど、その領域に
は大きな力がかかりやすい。したがって、端部領域や曲
面の頂上領域におけるスペーサ密度を、その他の領域に
おけるスペーサ密度よりも大きくすることで、また、曲
率の小さい領域よりも曲率の大きい領域におけるスペー
サ密度を大きくすることで、非平面液晶表示素子全体の
基板間ギャップの均一性を高めることができる。
【００５４】各領域におけるスペーサの密度は、その領
域自身の曲率及びその領域に隣接する領域における曲率
などに応じて異ならせてもよい。
（ｃ）  前述のように、第１タイプの非平面液晶表示素
子は、例えば、隣接する曲率が異なる二つの領域（曲率
大領域と曲率小領域）を有している。これら曲率大領域
と曲率小領域におけるスペーサ密度を次のように異なら
せてもよい。
【００５５】例えば、曲率大領域と曲率小領域の境界領
域におけるスペーサ密度を、他の少なくとも一部の領域
と異ならせればよい。なお、曲率大領域と曲率小領域の
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境界領域は、曲率大領域の曲率小領域に隣接する領域部
分（曲率大領域の曲率小領域に近い領域部分）と、曲率
小領域の曲率大領域に隣接する領域部分（曲率小領域の
曲率大領域に近い領域部分）とによって構成される領域
である。曲率大領域や曲率小領域におけるスペーサ密度
は、例えば、次の１又は２以上の関係を満たすように定
めればよい。
【００５６】曲率大領域と曲率小領域の境界領域におけ
るスペーサ密度は、例えば、曲率小領域の他の領域との
境界領域を除く領域におけるスペーサ密度よりも大きく
すればよい。なお、曲率小領域の他の領域との境界領域
は、曲率小領域の曲率大領域との境界領域を含んでお
り、曲率小領域が曲率大領域以外の曲率の異なる他の領
域と隣接している場合にはその領域との境界領域も含ん
でいる。
【００５７】曲率大領域の他の領域との境界領域を除く
領域におけるスペーサ密度は、例えば、曲率小領域の他
の領域との境界領域を除く領域におけるスペーサ密度よ
りも大きくすればよい。なお、曲率大領域の他の領域と
の境界領域は、曲率小領域との境界領域を含んでおり、
曲率大領域が曲率小領域以外の曲率の異なる他の領域と
も隣接している場合にはその領域との境界領域も含んで
いる。
【００５８】曲率大領域と曲率小領域の境界領域におけ
るスペーサ密度は、例えば、曲率大領域の他の領域との
境界領域を除く領域におけるスペーサ密度と同じにすれ
ばよい。
【００５９】隣接する曲率が異なる二つの領域において
上記のようにスペーサ密度を変えることで、平面に戻ろ
うとする力、負荷などがかかりやすい境界領域における
基板間ギャップの均一性も高めることができる。
【００６０】曲率大領域と曲率小領域の境界領域の大き
さは、これら領域の曲率差などに応じて定めれればよ
い。例えば、曲率差が大きいほど、曲率大領域と曲率小
領域の境界領域の大きさは大きくすればよい。
【００６１】第１タイプの非平面液晶表示素子におい
て、曲率の異なる隣接する二つの領域が複数組あるとき
には、少なくとも一つ組の隣接する二つ領域におけるス
ペーサ密度を上記の関係を満たすようにすればよい。曲
率が異なるいずれの隣接する二つの領域におけるスペー
サ密度も上記の関係を満たすようにしてもよい。
【００６２】前述のように第１タイプの非平面液晶表示
素子は、例えば、第１曲面領域と、第１曲面領域に隣接
し、第１曲面領域より曲率の小さい第２領域を有してい
る。
【００６３】第２領域が平面領域の場合には、上記曲率
大領域は第１曲面領域であり、上記曲率小領域は平面領
域（第２領域）である。
【００６４】第２領域も第１曲面領域と同じく曲面領域
（第２曲面領域）である場合には、第１及び第２曲面領
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域のうちの曲率の大きい方の領域が上記曲率大領域であ
り、第１及び第２曲面領域のうちの曲率の小さい方の領
域が上記曲率小領域である。
【００６５】したがって、例えば、第１曲面領域と第２
領域の境界領域におけるスペーサ密度は、第２領域の他
の領域との境界領域を除く領域におけるスペーサ密度よ
りも大きくすればよい。
【００６６】また、第１曲面領域の他の領域との境界領
域を除く領域におけるスペーサ密度は、第２領域の他の
領域との境界領域を除く領域におけるスペーサ密度より
も大きくしてもよい。
【００６７】また、第１曲面領域と第２領域の境界領域
におけるスペーサ密度は、第１曲面領域の他の領域との
境界領域を除く領域におけるスペーサ密度と同じにして
もよい。
【００６８】第１曲面領域と第２領域の境界領域におけ
るスペーサ密度を、該境界領域を除く第２領域における
スペーサ密度と異ならせてもよい。
［４－２］第２タイプの非平面液晶表示素子
第２タイプの非平面液晶表示素子は、一対の基板と、前
記両基板の間に配置された液晶と、前記両基板の間に配
置され、該両基板に接着する複数の樹脂構造物と、前記
両基板の間に配置され、前記液晶を囲むシール壁とを備
えており、所定領域における前記樹脂構造物の単位面積
当たりの前記基板との接着面積が、他の少なくとも一部
の領域のそれと異なることを特徴とする非平面液晶表示
素子である。
【００６９】第２タイプの非平面液晶表示素子は、一対
の基板、液晶、複数の樹脂構造物及びシール壁を備えて
いる。第２タイプの液晶表示素子においても、基板間に
スペーサを配置してもよい。
【００７０】第２タイプの非平面液晶表示素子において
は、例えば、次の領域における単位面積当たりの樹脂構
造物の基板との接着面積を他の領域と異ならせればよ
い。
（ａ）  例えば、平面に戻ろうとする力、負荷などが加
わりやすい所定領域における樹脂構造物の単位面積当た
りの基板との接着面積を大きくすればよい。このように
すれば、平面に戻ろうとする力、負荷などが加わりやす
い領域において樹脂構造物が基板から外れてしまうこと
を抑制できる。それだけ非平面液晶表示素子全体の基板
間ギャップの均一性を高めることができる。また、シー
ル壁が基板から外れ、液晶漏れが発生してしまうことを
抑制できる。
（ｂ）  各領域における樹脂構造物の単位面積当たりの
基板との接着面積は、例えば、端部領域や曲面の頂上領
域（曲面の極大値付近の領域）とその他の領域とで異な
らせたり、各領域の曲率に応じて異ならせればよい。例
えば、端部領域や曲面の頂上領域における樹脂構造物の
単位面積当たりの基板との接着面積を、その他の領域に
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おける樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接着面積
よりも大きくすればよい。また、曲率の大きい領域にお
ける樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接着面積
を、曲率の小さい領域における樹脂構造物の単位面積当
たりの基板との接着面積よりも大きくしてもよい。端部
領域や曲面の頂上領域の樹脂構造物、また、曲率の大き
い領域の樹脂構造物には、曲率の小さい領域の樹脂構造
物に比べて、負荷、ストレスなどが加わりやすく、樹脂
構造物が基板から外れてしまいやすい。特に後述する製
造方法により第２タイプの非平面液晶表示素子を作製す
ると、曲面領域には平面に戻ろうとする力がかかり、樹
脂構造物が基板から外れやすい。また、端部領域及び曲
面の頂上領域や、曲率が大きい領域ほど、その領域には
大きな力がかかり、樹脂構造物が基板から外れやすい。
したがって、端部領域や曲面の頂上領域における樹脂構
造物の単位面積当たりの基板との接着面積を、その他の
領域における樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接
着面積よりも大きくすることで、また、曲率の小さい領
域よりも曲率の大きい領域における樹脂構造物の単位面
積当たりの基板との接着面積を大きくすることで、いず
れの領域においても樹脂構造物が基板から外れてしまう
ことを抑制できる。
【００７１】各領域における樹脂構造物の単位面積当た
りの基板との接着面積は、その領域自身の曲率及びその
領域に隣接する領域における曲率などに応じて異ならせ
てもよい。
（ｃ）  前述のように、第２タイプの非平面液晶表示素
子は、例えば、隣接する曲率が異なる二つの領域（曲率
大領域と曲率小領域）を有している。これら曲率大領域
と曲率小領域における樹脂構造物の単位面積当たりの基
板との接着面積を次のように異ならせてもよい。
【００７２】例えば、曲率大領域と曲率小領域の境界領
域における樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接着
面積を、他の少なくとも一部の領域と異ならせればよ
い。例えば、次の１又は２以上の関係を満たすように樹
脂構造物の単位面積当たりの基板との接着面積を定めれ
ばよい。
【００７３】曲率大領域と曲率小領域の境界領域におけ
る樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接着面積は、
例えば、曲率小領域の他の領域との境界領域を除く領域
におけるそれよりも大きくすればよい。
【００７４】曲率大領域の他の領域との境界領域を除く
領域における樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接
着面積は、例えば、曲率小領域の他の領域との境界領域
を除く領域におけるそれよりも大きくすればよい。
【００７５】曲率大領域と曲率小領域の境界領域におけ
る樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接着面積は、
例えば、曲率大領域の他の領域との境界領域を除く領域
におけるそれと同じにすればよい。
【００７６】隣接する曲率が異なる二つの領域において
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上記のように樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接
着面積を変えることで、負荷などがかかりやすい境界領
域においても樹脂構造物が基板から外れてしまうことを
抑制できる。
【００７７】第２タイプの非平面液晶表示素子におい
て、曲率の異なる隣接する二つの領域が複数組あるとき
には、少なくとも一つ組の隣接する二つ領域における樹
脂構造物の単位面積当たりの基板との接着面積を上記の
関係を満たすようにすればよい。曲率が異なるいずれの
隣接する二つの領域における樹脂構造物の単位面積当た
りの基板との接着面積も上記の関係を満たすようにして
もよい。
【００７８】前述のように第２タイプの非平面液晶表示
素子は、例えば、第１曲面領域と、第１曲面領域に隣接
し、第１曲面領域より曲率の小さい第２領域を有してい
る。
【００７９】したがって、例えば、第１曲面領域と第２
領域の境界領域における樹脂構造物の単位面積当たりの
基板との接着面積を、第２領域の他の領域との境界領域
を除く領域におけるそれよりも大きくすればよい。
【００８０】また、第１曲面領域の他の領域との境界領
域を除く領域における樹脂構造物の単位面積当たりの基
板との接着面積を、第２領域の他の領域との境界領域を
除く領域におけるそれよりも大きくしてもよい。
【００８１】また、第１曲面領域と第２領域の境界領域
における樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接着面
積を、第１曲面領域の他の領域との境界領域を除く領域
におけるそれと同じにしてもよい。
【００８２】第１曲面領域と第２領域の境界領域におけ
る樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接着面積を、
該境界領域を除く第２領域におけるそれと異ならせても
よい。
（ｄ）  シール壁周辺領域における樹脂構造物の単位面
積当たりの基板との接着面積を、第２領域の他の領域と
の境界領域及びシール壁周辺領域を除く領域における基
板との接着面積よりも大きくしてもよい。このようにシ
ール壁周辺領域における樹脂構造物の単位面積当たりの
基板との接着面積を大きくすることで、シール壁周辺領
域における樹脂構造物全体の基板への接着力を高めるこ
とができる。これにより、シール壁が基板から外れてし
まうことを抑制できる。
【００８３】平面液晶表示素子を非曲面化することで作
製した曲面領域を有する非平面液晶表示素子において
は、曲面領域における二つの基板の曲率の違いなどに起
因して、二つの基板が基板面に平行な方向にずれようと
する力が働くことがある。この力は曲率が大きくなるほ
ど大きくなる。しかし、上記のようにシール壁の周辺領
域における樹脂構造物全体の基板への接着力を高めるこ
とによって、シール壁が基板から外れてしまうことを抑
制でき、液晶漏れを抑制できる。
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（ｅ）  樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接着面
積は、例えば次のようにして他の領域と変えればよい。
【００８４】例えば、一つの樹脂構造物の基板との接着
面積をいずれの領域においても同じにして、樹脂構造物
の単位面積当たりの基板との接着面積を大きくする領域
においては、樹脂構造物の単位面積当たりの数（数の密
度）を大きくすればよい。樹脂構造物の密度は、樹脂構
造物間のピッチを小さくすることで、大きくすることが
できる。樹脂構造物間のピッチは、曲率のある方向と、
曲率のない方向で異ならせてもよい。例えば、曲率のな
い方向における樹脂構造物間のピッチは所定の一定ピッ
チとし、曲率のある方向における樹脂構造物間のピッチ
はその領域の所定の一つの観察方向との角度に応じたピ
ッチとしてもよい。なお、樹脂構造物の配列ピッチ（樹
脂構造物間のピッチ）は、樹脂構造物が等間隔に基板上
に形成されている場合には、隣合う樹脂構造物の間の実
際の距離である。また、樹脂構造物がランダムな間隔で
基板上に形成されている場合には、樹脂構造物の配列ピ
ッチは隣合う樹脂構造物の間の平均の距離である。
【００８５】樹脂構造物の単位面積当たりの数をいずれ
の領域においても同じにして、樹脂構造物の単位面積当
たりの基板との接着面積を大きくする領域においては、
各樹脂構造物の基板との接着面積を大きくしてもよい。
例えば、その樹脂構造物の基板との接着面の形状又は
（及び）その樹脂構造物の基板との接着面のサイズを変
えることで、一つの樹脂構造物の基板との接着面積を変
えることができる。
【００８６】各領域における各樹脂構造物の基板との接
着面積と、各領域における樹脂構造物の単位面積当たり
の数の双方を調整することで、樹脂構造物の単位面積当
たりの基板との接着面積を変えてもよい。
【００８７】このように、第２タイプの非平面液晶表示
素子においては、所定領域における次の三つのパラメー
タのうちの少なくとも一つのパラメータは他の少なくと
も一部の領域のそれ又はそれらと異なっていてもよい。
【００８８】三つのパラメータは、（１）樹脂構造物の
形状（例えば樹脂構造物の基板との接着面の形状）、
（２）樹脂構造物のサイズ（例えば樹脂構造物の基板と
の接着面のサイズ）及び（３）樹脂構造物の配列ピッチ
である。
【００８９】所定領域における樹脂構造物の単位面積当
たりの基板との接着面積を他の領域のそれと変える場合
には、上記のように、樹脂構造物の基板との接着面の形
状、樹脂構造物の基板との接着面のサイズ、及び、樹脂
構造物の配列ピッチのうちの１又は２以上も変わる。
［４－３］第３タイプの液晶表示素子
第３タイプの液晶表示素子は、一対の基板と、前記両基
板の間に配置された液晶と、前記両基板の間に配置さ
れ、前記液晶を囲むシール壁とを備えており、所定領域
における画素の形状、画素のサイズ及び画素のピッチの
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三つのパラメータのうちの少なくとも一つのパラメータ
が、他の少なくとも一部の領域におけるそれと異なって
いることを特徴とする非平面液晶表示素子である。
【００９０】第３タイプの非平面液晶表示素子は、一対
の基板、液晶及びシール壁を備えている。第３タイプの
液晶表示素子においても、基板間にスペーサ又は（及
び）樹脂構造物を配置してもよい。
【００９１】第３タイプの非平面液晶表示素子において
は、所定領域における次の三つのパラメータのうちの少
なくとも一つのパラメータは、他の少なくとも一部の領
域におけるそれと異なっている。
【００９２】三つのパラメータは、（１）画素の形状、
（２）画素のサイズ及び（３）画素のピッチである。
【００９３】例えば、所定の一つの観察方向から見て、
各領域における画素の形状、画素のサイズ及び画素のピ
ッチのうちの少なくとも一つの各領域での見え方の差が
ない又は小さくなるように、各領域における対応するパ
ラメータを変えればよい。すなわち、所定の一つの観察
方向から見て各領域における画素の形状に差がない又は
小さくなるようにする場合には、各領域における画素の
形状を変えればよい。
【００９４】所定の一つの観察方向から見て各領域にお
ける画素のサイズに差がない又は小さくなるようにする
場合には、各領域における画素のサイズを変えればよ
い。
【００９５】所定の一つの観察方向から見て各領域にお
ける画素のピッチに差がない又は小さくなるようにする
場合には、各領域における画素のピッチを変えればよ
い。
【００９６】画素の形状、サイズ又は（及び）ピッチ
は、例えば、各領域の法線方向と所定観察方向のなす角
度に応じて変えればよい。
【００９７】このようにすれば、所定の観察方向から見
ればいずれの領域における画素の形状、画素のサイズ及
び画素ピッチのうちの少なくとも一つが同じ又は類似し
て見える。したがって、非平面液晶表示素子による表示
の歪みを抑制できる。第３タイプの非平面液晶表示素子
が平面領域を有している場合には、観察方向は例えばそ
の平面領域の法線方向とすればよい。
【００９８】画素の形状、サイズ又は（及び）ピッチ
は、例えば次のようにして変えることができる。非平面
液晶表示素子を単純マトリクス駆動するときには、各基
板にそれぞれ設ける複数の帯状電極の幅や、ピッチ等を
変えることで、画素の形状、サイズ、ピッチを変えるこ
とができる。
［４－４］第４タイプの非平面液晶表示素子
第４タイプの非平面液晶表示素子は、一対の基板と、前
記両基板の間に配置された液晶と、前記両基板の間に配
置された複数の樹脂構造物と、前記両基板の間に配置さ
れ、前記液晶を囲むシール壁とを備えており、所定領域
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における前記樹脂構造物の形状、前記樹脂構造物のサイ
ズ及び前記樹脂構造物の配列ピッチの三つのパラメータ
のうちの少なくとも一つのパラメータが、他の少なくと
も一部の領域におけるそれと異なっていることを特徴と
する非平面液晶表示素子である。
【００９９】第４タイプの非平面液晶表示素子は、一対
の基板、液晶、複数の樹脂構造物及びシール壁を備えて
いる。第４タイプの液晶表示素子においても、基板間に
スペーサを配置してもよい。
【０１００】第４タイプの非平面液晶表示素子において
は、所定領域における次の三つのパラメータのうちの少
なくとも一つのパラメータが、他の少なくとも一部の領
域におけるそれと異なっている。
【０１０１】三つのパラメータは、（１）樹脂構造物の
形状（例えば、樹脂構造物の基板との接着面の形状）、
（２）樹脂構造物のサイズ（例えば、樹脂構造物の基板
との接着面のサイズ）及び（３）樹脂構造物の配列ピッ
チである。
【０１０２】例えば、所定の一つの観察方向から見て、
各領域における樹脂構造物画素の形状、樹脂構造物のサ
イズ及び樹脂構造物の配列ピッチのうちの少なくとも一
つの各領域での見え方の差がない又は小さくなるよう
に、各領域における対応するパラメータを変えればよ
い。
【０１０３】すなわち、所定の一つの観察方向から見て
各領域における樹脂構造物の形状に差がない又は小さく
なるようにする場合には、各領域における樹脂構造物の
形状を変えればよい。
【０１０４】所定の一つの観察方向から見て各領域にお
ける樹脂構造物のサイズに差がない又は小さくなるよう
にする場合には、各領域における樹脂構造物のサイズを
変えればよい。
【０１０５】所定の一つの観察方向から見て各領域にお
ける樹脂構造物の配列ピッチに差がない又は小さくなる
ようにする場合には、各領域における樹脂構造物の配列
ピッチを変えればよい。
【０１０６】樹脂構造物の形状、サイズ又は（及び）配
列ピッチは、例えば、各領域の法線方向と所定観察方向
のなす角度に応じて変えればよい。
【０１０７】このようにすれば、所定の観察方向からみ
ればいずれの領域における樹脂構造物の形状、サイズ及
び配列ピッチのうちの少なくとも一つが同じ又は類似し
て見える。したがって、たとえ樹脂構造物が人の目に認
識される程度のサイズであっても、所定の観察方向から
見ればいずれの領域における樹脂構造物も同じ又は類似
の形状、サイズ又は（及び）配列ピッチに見えるので、
違和感少なく非平面液晶表示素子による表示を見ること
ができる。すなわち、樹脂構造物が視認性に与える影響
を抑制できる。第４タイプの非平面液晶表示素子が平面
領域を有する場合には、観察方向は例えばその平面領域
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の法線方向とすればよい。
【０１０８】樹脂構造物間の配列ピッチは、曲率のない
方向と、曲率のある方向で異ならせてもよい。例えば、
曲率のない方向における樹脂構造物間のピッチは所定の
一定ピッチとし、曲率のある方向における樹脂構造物間
のピッチはその領域の法線方向と所定の一つの観察方向
とがなす角度に応じたピッチとしてもよい。
［５］  以上説明した第１～第４タイプの非平面液晶表
示素子は、２以上を組み合わせてもよい。
【０１０９】例えば、第１タイプの液晶表示素子と、第
２～第４タイプの非平面液晶表示素子を組み合わせても
よい。
【０１１０】第２タイプの液晶表示素子と、第３又は第
４タイプの非平面液晶表示素子を組み合わせてもよい。
【０１１１】第３タイプの液晶表示素子と、第４タイプ
の液晶表示素子を組み合わせてもよい。
［６］非平面液晶表示素子の製造方法
本発明は、次の非平面液晶表示素子の製造方法も提供す
る。
【０１１２】本発明が提供する非平面液晶表示素子の製
造方法は、全体が平面の液晶表示素子を作製する平面素
子形成工程と、前記平面素子形成工程で作製した平面液
晶表示素子を所定の非平面形状に非平面化する非平面化
工程とを含む。
【０１１３】本発明に係る非平面液晶表示素子の製造方
法は、上記述べた本発明に係る第１～第４のいずれのタ
イプの非平面液晶表示素子の製造にも適用することがで
きる。すなわち、本発明に係る製造方法によって、第１
～第４のいずれのタイプの非平面液晶表示素子も作製す
ることができる。
【０１１４】第１タイプの非平面液晶表示素子を作製す
る場合は、本発明の製造方法は、平面素子形成工程に先
立って、一対の平面基板の少なくとも一方に、所定領域
における密度を、他の少なくとも一部の領域における密
度と異ならせてスペーサを配置するスペーサ配置工程を
含む。
【０１１５】第２タイプの非平面液晶表示素子を作製す
る場合は、本発明の製造方法は、平面素子形成工程に先
立って、一対の平面基板の少なくとも一方に、所定領域
における単位面積当たりの基板との接着面積を、他の少
なくとも一部の領域におけるそれと異ならせて両基板に
接着し得る樹脂構造物を配置する樹脂構造物配置工程を
含む。
【０１１６】第３タイプの非平面液晶表示素子を作製す
る場合は、本発明の製造方法は、平面素子形成工程に先
立って、一対の平面基板に、所定領域における形状、サ
イズ及びピッチの三つパラメータのうちの少なくとも一
つのパラメータが、他の少なくとも一部の領域における
それと異なる画素となるように電極を形成する電極形成
工程を含む。
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【０１１７】第４タイプの非平面液晶表示素子を作製す
る場合は、本発明の製造方法は、平面素子形成工程に先
立って、一対の平面基板の少なくとも一方に、所定領域
における形状、サイズ及び配列ピッチのうちの少なくと
も一つのパラメータが、他の少なくとも一部の領域にお
けるそれと異なるように樹脂構造物を配置する樹脂構造
物配置工程を含む。
【０１１８】平面素子形成工程においては、前記述べた
内部構造の液晶表示素子を作製する。すなわち、一対の
基板の間に液晶を配置する。基板上には、駆動表示を行
うために電極等を形成する。基板上には、必要に応じ
て、配向膜、絶縁膜、ガスバリア膜等を形成してもよ
い。基板間の液晶を囲む位置にはシール壁を配置する。
スペーサを採用する液晶表示素子においては、基板間に
スペーサを配置する。樹脂構造物を採用する液晶表示素
子においては、基板間に樹脂構造物を配置する。このよ
うな平面液晶表示素子の作製には、従来より知られた手
法を採用することができる。
【０１１９】非平面化工程においては、平面素子形成工
程で作製した平面形状の液晶表示素子を所定の、所望の
非平面形状に非平面化する。平面液晶表示素子を非平面
化することで、非平面液晶表示素子を得る。非平面化工
程においては、例えば、平面液晶表示素子の少なくとも
一部を曲面化すればよい。
【０１２０】第１又は第２タイプの非平面液晶表示素子
を作製する場合には、例えば、第１曲面領域と、第１曲
面領域に隣接し、第１曲面領域より曲率の小さい第２領
域ができるように、平面液晶表示素子を非平面化すれば
よい。また、第３又は第４タイプの非平面液晶表示素子
を作製する場合には、例えば、曲率又は法線方向が異な
る第１及び第２領域ができるように、平面液晶表示素子
を非平面化すればよい。第１～第４タイプの非平面液晶
表示素子を作製する場合には、例えば、基板としてはポ
リマーフィルム基板を採用すればよい。第１～第４タイ
プの非平面液晶表示素子を作製する場合には、非平面化
工程においては例えばポリマーフィルム基板を撓ませる
ことで、又は（及び）ポリマーフィルム基板を折り曲げ
ることで、平面液晶表示素子を非平面化すればよい。
【０１２１】このように所定の形状に非平面化すること
で作製した非平面液晶表示素子の形状は、例えば、その
所定形状に沿った面を有する支持部材に一方の基板を接
着剤等で貼り付けることで保つことができる。
【０１２２】本発明に係る製造方法によると、平面形状
の液晶表示素子を作製した後、その平面液晶表示素子を
所定形状に非平面化するので、平面素子形成工程は従来
から知られた手法、製造装置を採用して行うことができ
る。さらに言うと、予め非平面化した基板を用いずに、
非平面液晶表示素子を作製することができる。それだけ
容易に、効率良く非平面液晶表示素子を作製することが
できる。



(12) 特開２００２－７２１７９

10

20

30

40

50

21
【０１２３】本発明に係る製造方法によると、異なる形
状の非平面液晶表示素子を作製する場合であっても、平
面素子形成工程は同じように行うことができ、それだけ
効率よく異なる形状の非平面液晶表示素子を作製するこ
とができる。本発明の製造方法とは異なり、予め非平面
化した基板を用いて異なる種類の非平面液晶表示素子を
作製する場合には、複数種類の非平面形状の基板を準備
する必要があり、それら形状に合った治具、製造装置等
を準備しなければならない。或いは、それら全ての形状
に対応できる治具、製造装置等を準備しなければならな
い。これに対して、本発明の製造方法によると、異なる
形状の非平面液晶表示素子を作製する場合であっても、
平面素子形成工程においては基板のサイズが同じであれ
ば、各形状に応じた複数種類の治具、製造装置等を用い
ることなく、一つの種類の治具、製造装置等を用いて平
面液晶表示素子を作製することができる。本発明の製造
方法によると、異なる形状の非平面液晶表示素子の作製
のための治具、製造装置等はそれだけ少なくて済む。
【０１２４】本発明に係る製造方法により平面液晶表示
素子を非平面化しても、例えばスペーサの密度又は（及
び）樹脂構造物の基板への接着面積などを前述のように
曲率等に応じて変えることで、基板間ギャップの均一性
の高い又は（及び）強度の高い非平面液晶表示素子を作
製することができる。
【０１２５】上記述べた本発明に係る第１～第４タイプ
の非平面液晶表示素子は、例えば、本発明に係る製造方
法で作製したものとすればよい。このようにすれば、第
１～第４タイプの非平面液晶表示素子は容易に、効率良
く作製されたものとなるので、それだけ安価になる。
【０１２６】平面素子形成工程においては、スペーサ及
び樹脂構造物は例えば次のようにして基板間に配置すれ
ばよい。また、シール壁は例えば次のようにして形成す
ればよい。
【０１２７】スペーサは、例えば、二つの基板を重ね合
わせる前に、少なくとも一方の基板上に散布しておくこ
とで、これら基板の間に配置することができる。スペー
サは、例えば、従来より知られたウェット散布法（湿式
散布法）、ドライ散布法（乾式散布法）などを利用し
て、基板上に散布すればよい。領域によってスペーサの
密度を変えるときには、例えば、密度が異なる領域には
異なるマスクを利用して、複数回スペーサを散布すれば
よい。また、散布密度を小さくしたい領域のみ基板を曲
面状態にしたり、斜めにして散布することで、領域によ
ってスペーサの密度を変えることもできる。例えば、ス
ペーサの散布方向を基板面に対して斜めにすると、散布
方向に面する基板面（基板面積）が増えるため、スペー
サ散布方向を基板面に垂直にするときよりも、スペーサ
の散布密度は小さくなる。
【０１２８】樹脂構造物は、二つの基板を重ね合わせる
前に少なくとも一方の基板上に形成すればよい。樹脂構
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造物は、例えば、ペースト状の樹脂を含む材料（例え
ば、樹脂を溶剤に溶かしたものや、モノマーと重合開始
剤とを混合したもの等）を、スクリーン版やメタルマス
ク等を介してスキージで基板上に押し出す印刷法で形成
することができる。樹脂構造物は、ディスペンサ法やイ
ンクジェット法などを利用して、樹脂をノズルの先から
基板上に吐出することでも形成できる。樹脂構造物は、
樹脂を平板又はローラ上に供給した後、基板上に転写す
る転写法でも形成できる。この時点での樹脂構造物の高
さは、この樹脂構造物で両基板を接着することを考慮す
ると、所望の液晶の厚み（基板間ギャップ）よりも大き
いことが好ましい。
【０１２９】シール壁は、二つの基板を重ね合わせる前
に基板上に形成しておけばよい。シール壁は、例えば、
紫外線硬化樹脂や熱硬化性樹脂などの樹脂を用いて形成
すればよい。シール壁は、例えば、ディスペンサ法やイ
ンクジェット法などを利用して、樹脂をノズルの先から
基板上に吐出することで形成できる。シール壁は、スク
リーン版、メタルマスク等を用いる印刷法でも形成でき
る。シール壁は、樹脂を平板又はローラ上に供給した
後、基板上に転写する転写法でも形成できる。
【０１３０】基板間に配置する液晶は、例えば、基板を
貼り合わせる前又は（及び）最中に少なくとも一方の基
板上に供給しておけばよい。液晶は、基板を貼り合わせ
た後に、両基板及びシール壁に囲まれる空間内に注入し
てもよい。この空間内には、例えば、真空注入法を利用
して液晶を注入すればよい。基板を貼り合わせた後、両
基板及びシール壁によって囲まれる空間内に液晶を注入
する場合には、平面液晶表示素子を非平面化する前に液
晶を該空間内に注入してもよく、非平面化後に注入して
もよい。
【０１３１】
【発明の実施の形態】［７］  以下、本発明の実施の形
態を図面を参照して説明する。
【０１３２】なお、各実施形態において、具体的な材料
名や数値を挙げて説明を行うが、これは本発明の理解を
容易にするために行うのであって、本発明がそれらに限
定されるものではない。
【０１３３】本発明に係る非平面液晶表示素子の一例の
概略斜視図を図１に示す。また、図２（Ａ）に、この非
平面液晶表示素子の概略平面図を示す。図２（Ｂ）に、
図１の２Ｂ－２Ｂ線に沿うこの非平面液晶表示素子の概
略断面図を示す。
【０１３４】図１及び図２の非平面液晶表示素子ＬＤ１
は、光反射型の液晶表示素子である。
【０１３５】液晶表示素子ＬＤ１は、全体形状が非平面
である。非平面液晶表示素子ＬＤ１は、図２（Ｂ）に示
すように、第１及び第２の平面領域と、曲面領域を有し
ている。
【０１３６】曲面領域は第１平面領域と第２平面領域の
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間に位置している。第１平面領域と第２平面領域の間に
は段差がある。これら平面領域は、曲面領域によって、
エッジ部分等なく滑らかにつながっている。曲面領域
は、観察方向から見て、凸曲面領域部分と、凹曲面領域
部分を有しており、これら曲面領域部分の曲率は本例で
は同じである。
【０１３７】第１平面領域の法線方向と、第２平面領域
の法線方向は同じである。すなわち、第１平面領域と第
２平面領域は平行であり、上記のようにこれら領域の間
には段差がある。
【０１３８】非平面液晶表示素子ＬＤ１においては、図
１に示すＸ方向には曲率があるが、この曲率のあるＸ方
向に直交するＹ方向には曲率がない。換言すれば、非平
面液晶表示素子ＬＤ１のＸ方向に沿う断面（図２（Ｂ）
参照）は非直線形状（曲線を含む形状）であるが、Ｙ方
向に沿う断面は直線形状である。
【０１３９】非平面液晶表示素子ＬＤ１は、液晶を挟持
するなどのための二つの基板Ｓ１、Ｓ２を有している。
基板Ｓ１、Ｓ２は、いずれもポリマーフィルム基板であ
り、可撓性がある。液晶表示素子ＬＤ１の上記のような
非平面形状は、これら基板を撓ませることでできた形状
である。
【０１４０】非平面液晶表示素子ＬＤ１の上記のような
非平面形状は、基板Ｓ２の裏側に接着剤で接着された、
支持部材７（図１参照）によって維持されている。な
お、支持部材７は、図１以外の図面では、図示が省略さ
れている。支持部材７は、本例では、アクリル樹脂から
なり、ほとんど可撓性がない。支持部材７と基板Ｓ２を
接着する接着剤は、本例では、粘着フィルムである。
【０１４１】このような非平面形状の液晶表示素子ＬＤ
１は、例えば、携帯電話の表示素子として利用できる。
非平面液晶表示素子ＬＤ１を採用した携帯電話の一例を
図１５に示す。図１５の携帯電話においては、所定面の
ほぼ全領域に非平面液晶表示素子ＬＤ１により提供され
る表示画面が設けられている。例えば、非平面液晶表示
素子ＬＤ１の第１平面領域において通信情報や操作情報
などの情報表示を行い、第２平面領域において常時はテ
ンキーや通話キーなどのソフトキー９１の表示を行う。
そして、必要に応じて全画面領域を使って、電子メール
文書や画像などの通信情報を表示する。
【０１４２】非平面液晶表示素子ＬＤ１のさらに詳しい
断面図を図３に示す。図３は液晶表示素子ＬＤ１の一部
分（図２において左端部分）の断面図である。
【０１４３】基板Ｓ１とＳ２の間には、液晶ＬＣが配置
されている。基板間の液晶ＬＣを囲む位置には、基板間
からの液晶漏れを防止するためにシール壁５が設けられ
ている。
【０１４４】基板Ｓ１、Ｓ２は、本例では、いずれも厚
み０．２ｍｍのポリカーボネイトフィルムである。
【０１４５】基板Ｓ１、Ｓ２には、単純マトリクス駆動
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を行うために、電極Ｅ１、Ｅ２がそれぞれ形成されてい
る。電極Ｅ１、Ｅ２は、本例では、いずれもＩＴＯから
なる。なお、電極Ｅ１、Ｅ２は図３以外の図面において
は図示が省略されている。
【０１４６】基板Ｓ１上の電極Ｅ１は、所定ピッチで互
いに平行に並んだ複数の帯状電極からなる。基板Ｓ２上
の電極Ｅ２も電極Ｅ１と同様に、図示されてはいない
が、所定ピッチで互いに平行に並んだ複数の帯状電極か
らなる。
【０１４７】電極Ｅ１、Ｅ２の帯状電極は、それぞれＹ
方向、Ｘ方向に延びており、これら帯状電極は互いに直
交している。すなわち、これら帯状電極は、いわゆるマ
トリクス構造となっている。
【０１４８】電極Ｅ１の各帯状電極の幅は、本例では、
平面領域及び曲面領域のいずれの領域においても同じで
ある。電極Ｅ２の各帯状電極の幅も、本例では、平面領
域及び曲面領域のいずれの領域においても同じである。
【０１４９】また、電極Ｅ１、Ｅ２のいずれの帯状電極
も、本例では、いずれの領域においても等間隔で並んで
おり、そのピッチは本例では３００μｍである。
【０１５０】電極Ｅ１、Ｅ２の上には、さらに配向膜Ａ
Ｌ１、ＡＬ２がそれぞれ形成されている。なお、配向膜
ＡＬ１、ＡＬ２は、図３以外の図面においては図示が省
略されている。配向膜ＡＬ１、ＡＬ２は、本例では、配
向膜材料ＡＬ８０４４（ＪＳＲ社製）からなる。基板間
に配置された液晶ＬＣは、これら配向膜ＡＬ１、ＡＬ２
に接触している。
【０１５１】液晶ＬＣは、本例では、ネマティック液晶
にカイラル剤を添加したカイラルネマティック液晶であ
る。このカイラルネマティック液晶は、室温でコレステ
リック相を示し、所定波長の光を選択反射する。液晶Ｌ
Ｃは、本例では、緑色領域に選択反射波長を有してい
る。
【０１５２】非平面液晶表示素子ＬＤ１による表示は、
図２（Ｂ）及び図３において基板Ｓ１の上側から観察す
る。観察側から遠い基板Ｓ２の裏側には、黒色の光吸収
層６が設けられている。なお、光吸収層６は、図３以外
の図面においては図示が省略されている。前記支持部材
７は、この光吸収層６に接着されている。
【０１５３】非平面液晶表示素子ＬＤ１においては、基
板間のギャップを制御するため、さらに言うと、液晶の
厚みを制御するために、基板Ｓ１とＳ２の間には複数の
スペーサ３が配置されている。なお、スペーサ３は図１
においては図示が省略されている。スペーサ３は、本例
では、シール壁５に囲まれる領域に配置されている。ス
ペーサ３は、本例では、熱可塑性樹脂を用いた粒径７μ
ｍの固着スペーサＮ３Ｍ１４（宇部日東化成工業社製）
である。
【０１５４】基板Ｓ１とＳ２の間には、これら基板のい
ずれにも接着する樹脂構造物４も複数配置されている。
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なお、樹脂構造物４は、図３以外の図面においては図示
が省略されている。樹脂構造物４は、本例では、ポリエ
ステル樹脂ＰＥＳ－３６０Ｓ３０（スリーボンド社製）
からなる。
【０１５５】樹脂構造物４は、本例では、円柱状であ
り、その頂面及び底面がそれぞれ基板Ｓ１、Ｓ２に接着
している。本例では、曲面領域及び平面領域のいずれの
領域に配置された樹脂構造物４も直径約４０μｍであ
る。また、いずれの領域における樹脂構造物間のピッチ
も８００μｍである。
【０１５６】本発明に係る非平面液晶表示素子ＬＤ１に
おいては、表示素子の各領域におけるスペーサの密度
（単位面積当たりの数）は、次のように各領域の曲率等
に応じて異なっている。図２を参照して説明する。
【０１５７】すなわち、曲面領域のスペーサ密度、並び
に、曲面領域と平面領域（第１平面領域、第２平面領
域）の境界領域のスペーサ密度は、平面領域の境界領域
を除く領域のスペーサ密度よりも大きい。
【０１５８】換言すれば、第１平面領域と曲面領域の境
界領域（＝第１平面領域の曲面領域に近い領域及び曲面
領域の第１平面領域に近い領域）、曲面領域の第１及び
第２平面領域から遠い領域、並びに、第２平面領域と曲
面領域の境界領域（＝曲面領域の第２平面領域に近い領
域及び第２平面領域の曲面領域に近い領域）におけるス
ペーサの密度は、第１平面領域の曲面領域から遠い領
域、並びに、第２平面領域の曲面領域から遠い領域のス
ペーサ密度よりも大きい。
【０１５９】本例では、曲面領域及び境界領域における
スペーサの密度は約８００個／ｍｍ2 であり、平面領域
の境界領域を除く領域におけるスペーサの密度は約３０
０個／ｍｍ2 である（図２（Ａ）参照）。
【０１６０】このようにスペーサの密度を各領域の曲率
等に応じて変えたことで、本発明に係る非平面液晶表示
素子ＬＤ１は次の利点がある。
【０１６１】非平面液晶表示素子ＬＤ１は、詳しくは後
述するが、まず、平面形状の液晶表示素子を作製した
後、その平面液晶表示素子を非平面化することで形成し
たものである。
【０１６２】そのため、非平面液晶表示素子ＬＤ１にお
いては、曲面領域や、曲面領域と平面領域の境界領域に
は平面に戻ろうとする力などが加わる。この力は、液晶
表示素子全体の基板間ギャップの均一性を低下させる方
向に働く。
【０１６３】しかし、非平面液晶表示素子ＬＤ１におい
ては、前述のように、曲面領域や、曲面領域と平面領域
の境界領域においては、スペーサの密度が高いので、こ
れら領域における基板間ギャップの均一性を高めること
ができる。全ての領域におけるスペーサの密度を高める
ことなく、部分的にスペーサの密度を高めることで、す
なわち、無駄にスペーサを使うことなく、基板間のギャ
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ップの均一性を高めることができる。したがって、非平
面液晶表示素子全体の基板間キャップの均一性を高める
ことができ、非平面液晶表示素子ＬＤ１全体の液晶厚み
の均一性を高めることができる。それだけ表示色のむら
などない良好な表示を液晶表示素子ＬＤ１は行うことが
できる。
［８］  上記説明した非平面液晶表示素子ＬＤ１の製造
方法について説明する。
【０１６４】本発明に係る製造方法においては、まず、
全体が平面の液晶表示素子を形成し、その後、その平面
液晶表示素子を所望の非平面形状に非平面化すること
で、非平面液晶表示素子ＬＤ１を作製する。なお、以下
に述べる製造方法は、非平面液晶表示素子ＬＤ１を作製
するときだけでなく、後述する非平面液晶表示素子ＬＤ
２～ＬＤ９の作製にも適用することができる。
【０１６５】以下、全体が平面の液晶表示素子を形成す
る平面素子形成工程と、平面液晶表示素子を非平面化す
る非平面化工程についてさらに詳しく説明する。
（ａ）平面素子形成工程
平面素子形成工程においては、全体的な形状を除けば、
最終的な非平面液晶表示素子と同じ内部構造の平面液晶
表示素子を作製する。
【０１６６】まず、一対の基板Ｓ１、Ｓ２を準備する。
ここで用意する基板Ｓ１、Ｓ２は平面形状のものであ
る。
【０１６７】基板Ｓ１の上には、複数の帯状電極からな
る電極Ｅ１、配向膜ＡＬ１を順に形成する。例えば、基
板Ｓ１上にまず一様に導電膜（本例ではＩＴＯ膜）を形
成した後、その導電膜をフォトリソグラフィー法などを
利用して所定形状にエッチングすることで、複数の帯状
電極からなる電極Ｅ１は形成することができる。配向膜
ＡＬ１は、例えば、スピンコート法などを利用して形成
することができる。基板Ｓ１がこの時点では平面である
ので、従来より知られた手法、装置を用いて、電極Ｅ
１、配向膜ＡＬ１を形成することができる。
【０１６８】基板Ｓ２の一方の面上にも、同様にして、
電極Ｅ２、配向膜ＡＬ２を順に形成する。基板Ｓ２の他
方の面上には、黒色の光吸収層６を形成する。光吸収層
６は、例えば、黒色の塗料を基板Ｓ２に塗布することで
形成すればよい。
【０１６９】次いで、基板Ｓ１、Ｓ２のいずれか一方の
基板上にシール壁５を形成する。本例では、後に真空注
入法によって液晶を基板間に注入するので、この時点で
は、シール壁５には液晶注入口を設けておく。シール壁
５は、例えば、紫外線硬化樹脂や熱硬化性樹脂などの樹
脂を用いて形成すればよい。シール壁５の材料は、本例
では、ポリエステル樹脂である。
【０１７０】次いで、基板Ｓ１、Ｓ２のいずれか一方の
基板上に樹脂構造物４を形成する。樹脂構造物４は所定
形状及びサイズに、所定ピッチで基板上に形成する。
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【０１７１】次いで、基板Ｓ１、Ｓ２のいずれか一方の
基板上にスペーサを散布する。
【０１７２】上記述べたように、非平面液晶表示素子Ｌ
Ｄ１においては、領域によってスペーサの密度を変える
ので、その領域ごとの所定の密度となるようにスペーサ
は基板上に散布する。後述する非平面化工程を行った後
に、曲面領域、並びに、曲面領域と平面領域の境界領域
となる領域にはスペーサを８００個／ｍｍ2 の密度で散
布し、これら領域以外の領域にはスペーサを３００個／
ｍｍ2 の密度で散布する。例えば、８００個／ｍｍ2 の
密度でスペーサを配置する領域に対応する領域に孔のあ
いたマスクを介して、スペーサを基板上に散布すること
で、所定領域に８００個／ｍｍ2 の密度でスペーサを散
布することができる。３００個／ｍｍ2の密度でスペー
サを配置する領域にも同様にしてスペーサを散布すれば
よい。
【０１７３】なお、上記シール壁形成工程、スペーサ散
布工程及び樹脂構造物形成工程は、どのような順序で行
ってもよい。
【０１７４】次いで、基板Ｓ１とＳ２を全体が平面とな
るように貼り合わせる。この貼り合わせは、平面テーブ
ル等の平面上において行う。このとき、基板Ｓ１上の電
極Ｅ１の帯状電極と、基板Ｓ２上の電極Ｅ２の帯状電極
が互いに直交するように、これら基板を貼り合わせる。
例えば加熱ローラ等で加熱及び加圧しながら基板Ｓ１、
Ｓ２を重ね合わせることで、シール壁５及び樹脂構造物
４を基板Ｓ１、Ｓ２に接着させ、これら基板を貼り合わ
せる。
【０１７５】この後、シール壁５の液晶注入口から真空
注入法によって液晶ＬＣを注入する。液晶注入後、シー
ル壁５の液晶注入口は封止剤で塞ぐ。本例では、液晶注
入口を塞ぐ封止剤として、紫外線硬化型樹脂フォトレッ
クＡ－７０４－６０（積水ファインケミカル社製）を使
用した。
【０１７６】これらにより、全体が平面状の液晶表示素
子を得る。
（ｂ）非平面化工程
このようにして作製した平面液晶表示素子を図１に示す
所望の形状、所定の形状に非平面化する。
【０１７７】本例では、平面液晶表示素子を次のように
して所望の形状に非平面化する。図４を参照して説明す
る。
【０１７８】まず、図１の所望の形状の非平面液晶表示
素子ＬＤ１に沿った面を有する支持部材７を、この支持
部材７の形状に沿った面を有するテーブル９１に固定し
た。例えばエアー吸着によって支持部材７は、テーブル
９１に固定すればよい。
【０１７９】次いで、支持部材７上に粘着シート９２を
貼り付けた。
【０１８０】この後、粘着シート７の上に平面液晶表示
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素子を置いて、表示素子の一方の端部から他方の端部へ
ローラ９３で順に押圧することで、表示素子を支持部材
７に粘着シート９２を介して貼り付けた。これにより、
液晶表示素子を支持部材７の面に沿う所望の形状に非平
面化した。
【０１８１】これらによって、図１に示す非平面形状の
液晶表示素子ＬＤ１を得る。
【０１８２】本発明に係る製造方法によると、平面素子
形成工程においては、従来より知られた手法、装置を利
用して、平面状の液晶表示素子を作製することができ
る。
【０１８３】図１の非平面形状の液晶表示素子ＬＤ１
は、初めから最終的な非平面形状の二つの基板を使って
作製することもできる。しかし、この手法では、電極や
配向膜等の形成、スペーサの散布、樹脂構造物の形成、
シール壁の形成などは、非平面形状の基板に対して行う
こととなり、これらの作業が難しくなる。また、基板の
搬送や、基板の洗浄も、非平面形状の基板に対して行う
こととなり、これらの作業も難しくなる。さらに、これ
らの作業工程を行うにあたり、平面液晶表示素子を作製
するための装置とは別の装置を用意する必要のある作業
工程もある。
【０１８４】したがって、まず平面状の液晶表示素子を
作製する本発明に係る製造方法によると、それだけ効率
よく非平面液晶表示素子を作製することができる。その
結果、本発明に係る製造方法で作製した非平面液晶表示
素子はそれだけ安価になる。
【０１８５】このように平面形状の液晶表示素子を作製
した後、それを非平面化（本例では曲面化）すると、曲
面領域や、曲面領域と平面領域の境界領域には、平面に
戻ろうなどとする力がかかりやすいが、液晶表示素子Ｌ
Ｄ１においてはこれらの領域のスペーサの密度が前述の
ように他の領域に比べて高いので、液晶厚みを全体的に
均一に保つことができる。
【０１８６】また、本発明の非平面液晶表示素子の製造
方法によると、異なる形状の非平面液晶表示素子を作製
する場合であっても、平面素子形成工程は同じように行
うことができる。したがって、異なる形状の非平面液晶
表示素子を作製する場合であっても、それら非平面液晶
表示素子を効率よく作製することができる。
［９］  本発明に係る非平面液晶表示素子の他の例の概
略断面図、概略平面図をそれぞれ図５（Ａ）、（Ｂ）に
示す。
【０１８７】図５の非平面液晶表示素子ＬＤ２は、次に
述べることを除けば、図１に示す非平面液晶表示素子Ｌ
Ｄ１と同じ形状、内部構造を有している。
【０１８８】非平面液晶表示素子ＬＤ２においては、平
面領域及び曲面領域のいずれの領域においてもスペーサ
の密度は一定であり、本例では、４００個／ｍｍ2 であ
る。
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【０１８９】非平面液晶表示素子ＬＤ２においては、図
５（Ｂ）に示すように、曲面領域、並びに、曲面領域と
平面領域の境界領域における単位面積当たりの樹脂構造
物４の基板との接着面積が、他の領域に比べて大きい。
なお、樹脂構造物４は、シール壁５の内側領域だけでな
く、シール壁５の近傍外側領域にも形成されている。
【０１９０】本例では、いずれの領域における一つの樹
脂構造物４の基板との接触面積も同じである。曲面領
域、並びに、曲面領域と平面領域の境界領域における樹
脂構造物間のピッチを他の領域よりも小さくし、これら
領域における樹脂構造物の数を増やすことで、曲面領域
等における単位面積当たりの樹脂構造物の基板との接着
面積を他の領域のそれよりも大きくしている。なお、一
つの樹脂構造物の基板との接着面積を大きくすること
で、単位面積当たりの樹脂構造物の基板との接着面積を
大きくしてもよい。
【０１９１】非平面液晶表示素子ＬＤ２においては、曲
面領域や、曲面領域と平面領域の境界領域においては樹
脂構造物４の単位面積当たりの接着面積が大きいので、
これら領域の樹脂構造物全体の基板への接着力は高い。
したがって、これら領域に平面に戻ろうとする力、基板
Ｓ１とＳ２の位置関係をずらすような力などが加わって
も、樹脂構造物４が基板Ｓ１、Ｓ２から外れてしまうこ
とを抑制できる。これにより、これら領域におけるシー
ル壁５が基板Ｓ１、Ｓ２から外れてしまうことを抑制で
き、液晶漏れを抑制できる。また、樹脂構造物４には、
スペーサ３と同様に、基板間のギャップを一定に保つ機
能もあるので、ギャップむらも抑制できる。それだけ良
好な表示を行うことができる。
【０１９２】なお、非平面液晶表示素子ＬＤ２において
も、非平面液晶表示素子ＬＤ１と同様に、曲面領域や、
曲面領域と平面領域の境界領域におけるスペーサの密度
を他の領域よりも大きくしてもよい。それだけさらに基
板間のギャップの均一性を高めることができる。
［１０］  本発明に係る非平面液晶表示素子のさらに他
の例の概略断面図、概略平面図をそれぞれ図６（Ａ）、
図６（Ｂ）に示す。
【０１９３】図６の非平面液晶表示素子ＬＤ３は、次に
述べることを除けば、図５の非平面液晶表示素子ＬＤ２
と同じ形状、構造を有している。
【０１９４】非平面液晶表示素子ＬＤ３においては、曲
面領域と、曲面領域と平面領域の境界領域だけでなく、
シール壁５の近傍領域（周辺領域）における樹脂構造物
４の単位面積当たりの基板との接着面積も、他の領域に
比べて大きい。
【０１９５】このようにシール壁５の近傍領域の樹脂構
造物４の単位面積当たりの基板との接着面積を高めるこ
とで、さらにシール壁５が基板Ｓ１、Ｓ２から外れるこ
とを抑制できる。また、シール壁５が基板から外れるこ
とを抑制するために、シール壁５の基板との接着面積を
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大きくする必要がないので、非平面液晶表示素子ＬＤ３
の額縁サイズは大きくならない。それだけ非平面液晶表
示素子ＬＤ３をコンパクトにすることができる。
【０１９６】シール壁５の近傍領域の樹脂構造物の単位
面積当たりの基板との接着面積は、例えば、図７に示す
ように樹脂構造物を配置することで、他の領域よりも大
きくしてもよい。図７はシール壁５の近傍領域における
樹脂構造物の配置を示している。シール壁５の近傍領域
においては、平面領域の境界領域を除く領域であって、
シール壁５から離れた領域においても配置されている樹
脂構造物４１に加えて、隣合う四つの樹脂構造物４１の
中心位置に樹脂構造物４２がさらに配置されている。樹
脂構造物４１、４２の基板との接着面の形状はいずれも
円形であり、その直径はそれぞれ８０μｍ、４０μｍで
ある。樹脂構造物４１間のピッチは、８００μｍであ
る。また、樹脂構造物４２間のピッチも、８００μｍで
ある。
【０１９７】なお、本例では、平面領域の曲面領域に遠
い領域に位置するシール壁の近傍領域における樹脂構造
物４の単位面積当たりの接着面積と、曲面領域や境界領
域に位置するシール壁の近傍領域における樹脂構造物４
の単位面積当たりの接着面積を同じにしているが、後者
を前者よりも大きくしてもよく、小さくしてもよく、特
に大小関係に制約はない。
［１１］  本発明に係る非平面液晶表示素子のさらに他
の例の概略断面図を図８に示す。
【０１９８】図８の非平面液晶表示素子ＬＤ４は、次に
述べることを除き、図１の非平面液晶表示素子ＬＤ１と
同じ形状、内部構造を有している。
【０１９９】非平面液晶表示素子ＬＤ４においては、曲
面領域及び平面領域のいずれの領域においても、スペー
サ３は約４００個／ｍｍ2 の密度で基板間に配置されて
いる。
【０２００】また、非平面液晶表示素子ＬＤ４において
は、樹脂構造物４３の形状、サイズ及びピッチはそれが
配置された領域によって次のように異なっている。図９
を参照して説明する。図９（Ｂ）は非平面液晶表示素子
ＬＤ４の曲面領域近傍の概略断面図である。また、図９
（Ｃ）は、非平面液晶表示素子ＬＤ４が平面形状である
ときの樹脂構造物４３の形状等を示している。
【０２０１】いずれの領域においても樹脂構造物の基板
との接着面の形状は楕円形（円形も含む）であり、その
直径（軸幅）は曲率のない方向（Ｙ方向）においては１
００μｍ、曲率のある方向（Ｘ方向）においては（１０
０／ｓｉｎθ）μｍである。また、いずれの領域におい
ても樹脂構造物のピッチは、曲率のない方向（Ｙ方向）
においては８００μｍ、曲率のある方向（Ｘ方向）にお
いては（８００／ｓｉｎθ）μｍである。
【０２０２】なお、角度θは、図８に示すように、樹脂
構造物が配置された領域面に平行な面（曲面の場合、そ
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の曲面に接する面に平行な面）と、所定の一つの観察方
向とがなす角度である。この観察方向は、本例では、第
１平面領域の法線方向（＝第２平面領域の法線方向）で
ある。なお、角度θは、樹脂構造物が配置された領域面
の法線方向と、所定の一つの観察方向のなす角度に応じ
た角度である。
【０２０３】平面領域においては角度θ＝９０°である
ので、平面領域における樹脂構造物の直径は、曲率のあ
る方向（Ｘ方向）、曲率のない方向（Ｙ方向）のいずれ
の方向においても１００μｍである。すなわち、平面領
域の樹脂構造物の基板との接着面の形状は円形である。
また、平面領域における樹脂構造物のピッチは、曲率の
ある方向（Ｘ方向）、曲率のない方向（Ｙ方向）のいず
れの方向においても８００μｍである。
【０２０４】このように樹脂構造物の形状、サイズ及び
ピッチを角度θに応じて変えたことで、各領域の樹脂構
造物を所定の観察方向に垂直な面（第１及び第２平面領
域と平行な面）に投影したときの、各投影樹脂構造物の
形状、サイズ及びピッチは同じになる。
【０２０５】したがって、図９（Ａ）に示すように、所
定の観察方向（平面領域の法線方向）から見れば、たと
え樹脂構造物４３が人の目に見える程度の大きさであっ
ても、いずれの領域における樹脂構造物４３の形状、サ
イズ及びピッチもほぼ同じに見える。なお、非平面液晶
表示素子ＬＤ４のいずれの樹脂構造物も人の目で認識で
きる程度の大きさである。また、所定の観察方向（平面
領域の法線方向）から多少ずれた位置から見ても、いず
れの領域における樹脂構造物４３の形状、サイズ及びピ
ッチもほぼ同じに見える。これらにより、樹脂構造物４
３が非平面液晶表示素子ＬＤ４による表示に与える影響
を抑制できる。樹脂構造物の見た目の形状、サイズ及び
ピッチが領域によって異なっていると、観察者にとって
は表示の観察に樹脂構造物が邪魔になってしまうので、
上記のようにいずれの領域における樹脂構造物も同じに
見えれば、それだけ非平面液晶表示素子ＬＤ４による表
示を観察者に違和感小さく見せることができる。
【０２０６】非平面液晶表示素子ＬＤ４も、前述の非平
面液晶表示素子ＬＤ１と同様に、まず平面の液晶表示素
子を作製した後、それを曲面化することで作製したもの
である。液晶表示素子ＬＤ４においては、曲面領域の曲
率のある方向における樹脂構造物のピッチが平面領域に
おけるそれよりも大きいので、いずれの領域においても
樹脂構造物のピッチが同じである場合に比べ、平面の液
晶表示素子を曲面化するときに液晶表示素子が平面に戻
ろうとする力は小さくなり、それだけ非平面液晶表示素
子ＬＤ４の製造は容易である。
［１２］  本発明に係る非平面液晶表示素子のさらに他
の例の曲面領域近傍の樹脂構造物の配置を図１０に示
す。
【０２０７】図１０に示す非平面液晶表示素子ＬＤ５に
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おいては、図９の非平面液晶表示素子ＬＤ４と、次に述
べることを除けば同じ形状、内部構造を有している。
【０２０８】図１０の非平面液晶表示素子ＬＤ５の曲面
領域、並びに、曲面領域と平面領域の境界領域において
は、非平面液晶表示素子ＬＤ４において基板間に配置さ
れた樹脂構造物４３に加えて、次の位置にさらに樹脂構
造物４４が配置されている。
【０２０９】樹脂構造物４４は、各隣合う四つの樹脂構
造物４３の中心に配置されている。各樹脂構造物４４
は、基板との接触面が円形で、その直径は３０μｍであ
る。非平面液晶表示素子ＬＤ５における樹脂構造物４３
は、非平面液晶表示素子ＬＤ４の樹脂構造物と同様に、
角度θに応じてその形成、サイズ及びピッチが領域よっ
て異なっている。
【０２１０】このように樹脂構造物４４をさらに基板間
に配置したことで、曲面領域、並びに、曲面領域と平面
領域の境界領域における樹脂構造物の単位面積当たりの
基板との接着面積を、平面領域の境界領域以外の領域に
おけるそれよりも大きくすることができる。また、曲面
領域、並びに、曲面領域と平面領域の境界領域における
樹脂構造物の単位面積当たりの基板との接着面積は、非
平面液晶表示素子ＬＤ４よりも非平面液晶表示素子ＬＤ
５の方が大きくなる。したがって、非平面液晶表示素子
ＬＤ５においては、負荷のかかりやすい曲面領域、並び
に、曲面領域と平面領域の境界領域において樹脂構造物
４３、４４が基板から外れてしまうこと抑制できる。そ
れだけシール壁５の破損も抑制できる。
【０２１１】非平面液晶表示素子ＬＤ５において加えた
樹脂構造物４４の大きさは、人の目で認識できる程度の
大きさではないので、樹脂構造物の４４の形状、サイズ
及びピッチを角度θに応じてわざわざ変えなくても、樹
脂構造物４４は非平面液晶表示素子ＬＤ５による表示の
視認性を低下させない。
【０２１２】要するに、人の目で見ることのできる大き
さの樹脂構造物については、その形状、サイズ及びピッ
チを非平面液晶表示素子ＬＤ４のように角度θに応じて
変えればよい。そうすれば、視認性の低下を抑制でき
る。
［１３］  本発明に係る非平面液晶表示素子のさらに他
の例の二つの基板上にそれぞれ形成された電極の形状等
を図１１（Ａ）、図１１（Ｂ）に示す。
【０２１３】図１１に示す非平面液晶表示素子ＬＤ６
は、次に述べることを除き、図１の非平面液晶表示素子
ＬＤ１と同じ形状、内部構造を有している。
【０２１４】非平面液晶表示素子ＬＤ６においては、い
ずれの領域におけるスペーサ３の密度も４００個／ｍｍ
2 である。また、いずれの領域における樹脂構造物４も
直径１００μｍの円柱状であり、いずれの領域における
樹脂構造物のピッチも８００μｍである。
【０２１５】非平面液晶表示素子ＬＤ６においては、電
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極Ｅ１、Ｅ２を構成する帯状電極の幅や、ピッチが次の
ように領域によって異なる。
【０２１６】非平面液晶表示素子ＬＤ６においては、図
１１（Ｂ）に示すように、基板Ｓ２上に形成された、曲
率のある方向（Ｘ方向）に延びる電極Ｅ２の各帯状電極
の幅は、非平面液晶表示素子ＬＤ１と同様に２００μｍ
であり、帯状電極間のピッチは２２０μｍである。
【０２１７】また、図１１（Ａ）に示すように、基板Ｓ
１上に形成された、曲率のない方向（Ｙ方向）に延びる
電極Ｅ１の各帯状電極の幅は（２００／ｓｉｎθ）μ
ｍ、帯状電極間のピッチは（２２０／ｓｉｎθ）μｍで
ある。
【０２１８】なお、角度θは、前述の非平面液晶表示素
子ＬＤ４における角度θ（図８参照）と同様に、帯状電
極が形成された領域に平行な面と、所定の一つの観察方
向とがなす角度である。この観察方向は、本例では、第
１平面領域の法線方向（＝第２平面領域の法線方向）で
ある。
【０２１９】このように電極Ｅ１の帯状電極の幅及びピ
ッチを角度θに応じて変えたことで、電極Ｅ１の各帯状
電極を観察方向に垂直な面（平面領域と平行な面）に投
影したときの、各投影帯状電極の形状、サイズ及びピッ
チは同じになる。
【０２２０】したがって、所定の観察方向（平面領域の
法線方向）から見れば、いずれの領域における画素の形
状、サイズ及びピッチもほぼ同じに見える。すなわち、
所定の観察方向（平面領域の法線方向）から非平面液晶
表示素子ＬＤ６の表示を見れば、曲面領域があるにもか
かわらず、表示画像の歪みはほとんどない。また、所定
の観察方向（平面領域の法線方向）から多少ずれた位置
から非平面液晶表示素子ＬＤ６の表示を観察しても、表
示画像の歪みは非平面液晶表示素子ＬＤ１よりも小さく
することができる。
【０２２１】要するに、図１１の非平面液晶表示素子Ｌ
Ｄ６においては、所定の観察方向（平面領域の法線方
向）から見て、いずれの領域における画素の形状、サイ
ズ及びピッチも同じに見えるように、各領域における画
素の形状、サイズ及びピッチをその領域の角度θに応じ
て変えている。さらに言うと、各領域における画素の形
状、サイズ及びピッチをその領域の角度θに応じて変え
るために、上記のように電極Ｅ１の帯状電極の幅及びピ
ッチを角度θに応じて変えている。
【０２２２】なお、上記説明した表示画像の歪みを抑制
する手法は、単純マトリクス駆動方式の非平面液晶表示
素子だけでなく、アクティブマトリクス駆動方式の非平
面液晶表示素子にも適用することができる。
【０２２３】なお、上記各実施形態においては、第１平
面領域と第２平面領域との間に位置する段差部に形成さ
れる部分を全て等価な曲面領域として扱ったが、前記段
差部の凹曲面領域と凸曲面領域とで、スペーサ密度、樹
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脂構造物の接着面積・サイズ・形状・配列ピッチ、画素
の形状・サイズ・配列ピッチをそれぞれ最適化してもよ
い。
［１５］  以上説明した各種手法は、全体形状が図１に
示す形状の非平面表示素子だけでなく、様々な形状の非
平面表示素子にも適用することができ、得られる効果も
同様である。
【０２２４】上記述べた各種手法は、例えば、図１２に
示す全体形状の非平面液晶表示素子ＬＤ７に適用しても
よい。非平面液晶表示素子ＬＤ７は、隣接する第１曲面
領域、第２曲面領域及び第３曲面領域を有している。第
１曲面領域及び第３曲面領域と第２曲面領域では曲率が
異なり、第２曲面領域の方が曲率が大きい。
【０２２５】また、上記述べた各種手法は、図１３に示
す全体形状の非平面液晶表示素子ＬＤ８に適用してもよ
い。非平面液晶表示素子ＬＤ８は、第１、第２及び第３
の平面領域と、第１及び第２の曲面領域を有している。
第１、第２、第３平面領域の各法線方向は異なってい
る。第１曲面領域は、第１平面領域と第２平面領域の間
に配置されており、これら法線方向の異なる平面領域を
滑らかに連結している。同様に、第２曲面領域は、第２
平面領域と第３平面領域の間に配置されており、これら
法線方向の異なる平面領域を滑らかに連結している。
【０２２６】また、上記述べた各種手法は、図１４に示
す全体形状の非平面液晶表示素子ＬＤ９に適用してもよ
い。非平面液晶表示素子ＬＤ９は、全体形状が単一の曲
率の曲面形状である。
【０２２７】上記述べたのと同様に、非平面液晶表示素
子ＬＤ７、ＬＤ８においては、例えば、曲率の大きい領
域におけるスペーサ密度を大きくすることで、非平面液
晶表示素子全体の基板間ギャップの均一性を高めること
ができる。また、隣接する曲率の異なる二つ領域（曲率
大領域と曲率小領域）の境界領域においても、スペーサ
密度を大きくすることで、非平面液晶表示素子全体の基
板間ギャップの均一性をさらに高めることができる。
【０２２８】また、非平面液晶表示素子ＬＤ７、ＬＤ８
においては、例えば、曲率の大きい領域における樹脂構
造物４の単位面積当たりの基板との接着面積を大きくす
ることで、樹脂構造物４が基板Ｓ１、Ｓ２から外れてし
まうことを抑制でき、非平面液晶表示素子全体の基板間
ギャップの均一性を高めることができる。また、隣接す
る曲率の異なる二つ領域の境界領域においても、樹脂構
造物４の単位面積当たりの基板との接着面積を大きくす
ることで、さらに樹脂構造物４が基板から外れてしまう
ことを抑制できる。シール壁５の周辺領域における樹脂
構造物４の単位面積当たりの基板との接着面積を大きく
すれば、シール壁５が基板から外れてしまうことをさら
に抑制できる。
【０２２９】さらに、非平面液晶表示素子ＬＤ９におい
ては、例えば、シール壁５の周辺領域や曲面の頂上領域
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におけるスペーサ３の密度を大きくすることで、非平面
液晶表示素子全体の基板間のギャップの均一性をさらに
高めることができる。また、例えば、シール壁５の周辺
領域や曲面の頂上領域における樹脂構造物４の単位面積
当たりの基板との接着面積を大きくすれば、シール壁が
基板から外れてしまうことをさらに抑制できる。
【０２３０】また、いずれの非平面液晶表示素子におい
ても、例えば、樹脂構造物４の基板との接着面の形状、
樹脂構造物４の基板との接着面のサイズ、並びに、樹脂
構造物４の配列ピッチのうちの少なくとも一つを、所定
の観察方向と各領域の法線方向のなす角度に応じて変え
て、所定観察方向から見て各領域での見え方の差がない
又は小さくなるようにすれば、非平面液晶表示素子によ
る表示を所定観察方向から観察するときの、樹脂構造物
４がその観察に与える影響を抑制できる。
【０２３１】また、いずれの非平面液晶表示素子におい
ても、例えば、画素の形状、画素のサイズ、並びに、画
素のピッチのうちの少なくとも一つを、所定の観察方向
と各領域の法線方向のなす角度に応じて変えて、所定観
察方向から見て各領域での見え方の差がない又は小さく
なるようにすれば、非平面液晶表示素子による表示を所
定観察方向から観察するときの表示歪みを抑制できる。
【０２３２】なお、以上説明した液晶表示素子ＬＤ１～
ＬＤ９において採用する手法は、２以上を組み合わせて
もよい。
【０２３３】
【発明の効果】以上説明したように本発明は、基板間の
ギャップの均一性が高く、それだけ色むらなどのない良
好な表示を行うことができる非平面液晶表示素子を提供
することができる。
【０２３４】また、本発明は、シール壁が基板から外れ
てしまうことを抑制できる非平面液晶表示素子を提供す
ることができる。
【０２３５】また、本発明は、表示画像の歪みを抑制で
きる液晶表示素子を提供することができる。
【０２３６】また、本発明は、樹脂構造物による表示画
像の視認性の低下を抑制できる液晶表示素子を提供する
ことができる。
【０２３７】また、本発明は、非平面液晶表示素子を容
易に作製することができる非平面液晶表示素子の製造方
法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る液晶表示素子の一例の概略斜視図
である。
【図２】図２（Ａ）は図１の液晶表示素子の概略平面図
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であり、図２（Ｂ）は図１の液晶表示素子の概略断面図
である。
【図３】図１の液晶表示素子の一部の詳細断面図であ
る。
【図４】図１の液晶表示素子を作製するときの曲面化工
程を示す図である。
【図５】図５（Ａ）は本発明に係る液晶表示素子の他の
例の概略断面図であり、図５（Ｂ）は該液晶表示素子の
概略平面図である。
【図６】図６（Ａ）は本発明に係る液晶表示素子のさら
に他の例の概略断面図であり、図６（Ｂ）は該液晶表示
素子の概略平面図である。
【図７】図６の液晶表示素子におけるシール壁近傍領域
における樹脂構造物の配置の一例を示す図である。
【図８】本発明に係る液晶表示素子のさらに他の例の概
略断面図である。
【図９】図９（Ａ）は図８の液晶表示素子の樹脂構造物
を所定の観察方向から見た図であり、図９（Ｂ）は図８
の液晶表示素子の曲面領域近傍領域の概略断面図であ
り、図９（Ｃ）は図８の液晶表示素子の樹脂構造物を表
示素子が平面形状であるときに見た図である。
【図１０】本発明に係る液晶表示素子のさらに他の例の
樹脂構造物の配置を示す図である。
【図１１】図１１（Ａ）は本発明に係る液晶表示素子の
他の例の一方の基板に形成された帯状電極を示す図であ
り、図１１（Ｂ）は他方の基板に形成された帯状電極を
示す図である。
【図１２】本発明に係る非平面液晶表示素子のさらに他
の例の概略断面図である。
【図１３】本発明に係る非平面液晶表示素子のさらに他
の例の概略断面図である。
【図１４】本発明に係る非平面液晶表示素子のさらに他
の例の概略断面図である。
【図１５】図１の非平面液晶表示素子を採用する携帯電
話の一例の概略斜視図である。
【符号の説明】
ＬＤ１～ＬＤ９  非平面液晶表示素子
Ｓ１、Ｓ２  基板
Ｅ１、Ｅ２  電極
ＡＬ１、ＡＬ２  配向膜
３  スペーサ
４、４１、４２、４３、４４  樹脂構造物
５  シール壁
６  光吸収層
７  支持部材
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